
問 医療保険課
　☎072-892-0121

問 高齢介護課
　☎ 072-893-6409 R8年度 国民健康保険料が決まりました 

利用可能なスマートフォン決済アプリ
▷Pay B
▷Pay Pay請求書払い
▷d払い請求書払い
▷楽天銀行コンビニ支払いサービス
▷FamiPay請求書払い
▷auPAY請求書払い

スマートフォン決済アプリで納付できます

▶納付相談を行っています(保険料を減免する制
度があります)。
対象
　失業・休業等により、世帯全体の所得が前年に

比べて30%以上減少することが見込まれる世
帯。（納期限が過ぎた場合は減免ができません。）
※納入通知書が届いた後に申請してください。

▶休日納付相談窓口
　平日の来庁が困難な場合はご利用ください。

日時　6/21㈰10:00〜15:00
場所　市役所別館1階　医療保険課

保険料の納付が困難な場合

　市では、薬剤費の自己負担軽減と国民健康保険
医療費の削減を目的に、ジェネリック医薬品の普
及促進に取り組んでいます。
　ジェネリック医薬品の服用を希望する方は、医
師・薬剤師に相談し、切り替えにご協力ください。

ジェネリック医薬品への切り替え

　次のような事情により、病院等に支払う医
療費の支払いが困難な場合は、一部負担金
の減免制度があります。減免が認められるた
めには、一定の条件があります。なお、各種手
続きの届出義務者は世帯主です。資格確認書
等に記載の世帯主以外の方が届出をする場
合、委任状が必要です。
①世帯主および同一世帯の被保険者が居住

する住宅が風水害、火災等で全壊、全焼等
著しい損害を受けた場合。

②世帯主および同一世帯の被保険者が事業
の休廃止、失業や傷病、死亡により収入が
著しく減少した場合。

医療費一部負担金の減免制度

　口座振替にすると、毎月納めにいく手間
が省け、納め忘れもなくなります。口座振替
依頼書は、市役所別館3階医療保険課、市内
の指定金融機関にあります。
申し込みに必要なもの

預貯金通帳、金融機関届出印（※）、国民
健康保険の納入通知書
※不要な場合がありますので、利用希望の取扱

金融機関にご確認ください。
申し込み
　市指定の金融機関窓口

保険料の納付は
口座振替をご利用ください

▶納入通知書の送付時期
6月中旬頃に、納入通知書等をお送りします。保険料は、6月から翌年3月までの10回に分けて納
付いただきます。

▶資格を喪失された方
5月中に国民健康保険の資格を喪失した世帯には、4月分の保険料をR8年度の保険料確定後に、6
月（第1期）の納付分として納入通知書を送付します。

▶特別徴収（年金天引き）の方
年6回に分けて納付いただきます。
仮徴収（概算の金額）　4、6、8月　
本徴収（確定した金額）　10、12、2月

保険料の納付について

R8年度介護保険料が決まりました 
R8年度保険料

保険料の納付

保険料の減免等

保険料の納め方（第1号被保険者）

　6月中旬に、第1号被保険者（65歳以上）にR8年度の「介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通
知書」を送付します。

　普通徴収（口座振替・金融機関等で納付）は、6月～翌年3月分の10回、特別徴収（年
金天引き）は、偶数月の年6回で納めてください。なお、保険料の滞納があった場合、
滞納期間に応じた保険給付の制限を受けることがあります。必ず納期内に納めましょ
う。納付は、コンビニや、スマートフォンの決済アプリでも納付できます。また、納める
手間が省け、納め忘れもなくなる便利な口座振替制度もご利用ください。

　災害や所得の大幅な減少等の特別な事情により納付が困難な場合は、保険料の減免・徴収猶予制
度がありますのでご相談ください。他に、真に生活が困難な状況にある方に対し、生活実態に即し
て、下記のとおり保険料の減免を行います。

特別徴収（年金から天引き）
老齢・退職年金等が年額18万円（月額1
万5,000円）以上の方は、2か月ごとの年
金定期支払時に、介護保険料が天引きさ
れます。

普通徴収（納付書・口座振替）
老齢・退職年金等が年額18万円（月額1万5,000円）未満の方、特別徴収
が開始される前の方は、納付書を送りますので、納付期限までに近くの金
融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリなどで納めて
ください。また、納め忘れがないよう、口座振替をお勧めします。

対象　介護保険料段階区分が第2・3 段階で、次の①～⑧の要件全てに該当し、保険料の支払いが困
難であると認められる方
①世帯全員が市民税非課税（確定申告または市民税申告が必要）
②世帯の年間収入合計が144万円以下（2人以上の場合は１人につき33万円、配偶者は38万円を加算）
③市民税課税者に扶養されていない　④市民税課税者と生計を共にしていない
⑤健康保険等の医療保険で、被扶養者となっていない
⑥資産等を活用しても、生活が困窮している状態にある（住居用資産を除く）
⑦世帯の銀行預金等の元本合計が350万円以下　⑧介護保険料を滞納していない

減免内容　保険料第2段階を第1段階に、第3段階を第2段階に減免
申込　R8年度の介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書、印鑑、預貯金・年金受給額が確認

できるもの（世帯全員分）、マイナンバーカード等の本人確認ができるものを高齢介護課まで持参
してください。

※所得金額は、前年（R7.1 ～ 12月）の合計所得金額です。
※合計所得金額は、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金

額です。さらに、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「公的年金等に係る雑所得
(保険料段階が第1 ～ 5段階のみ)」を控除した額を用います。

※R8年度介護保険料の特例　R8年度の介護保険料については、R7年度税制改正による給与所得控除の見直しの影響が、
課税・非課税の判定や、合計所得金額による保険料段階に及ばないよう特例的な取扱いを行います。

４
月 月 月 月 月 月

6 8 10 12 2

仮徴収期間 本徴収期間

４
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

本算定期間

第1号被保険者の介護保険料段階表
段階 対象者 年間保険料

1 生活保護、中国残留邦人等支援給付受給者、世帯員全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者 18,360円
世帯員全員が市民税非課税で、
かつ前年の本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

82万6千5百円以下
2 82万6千5百円超120万円以下 31,200円
3 120万円超 44,040円
4 世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、

前年の本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

82万6千5百円以下 57,840円

5 82万6千5百円超 64,200円
（基準額）

6

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

120万円未満 77,040円
7 120万円以上210万円未満 83,520円
8 210万円以上320万円未満 96,360円
9 320万円以上420万円未満 109,200円
10 420万円以上520万円未満 122,040円
11 520万円以上620万円未満 134,880円
12 620万円以上720万円未満 147,720円
13 720万円以上 154,080円
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